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【手続補正書】
【提出日】令和2年7月6日(2020.7.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１装置と第２装置とを用いて基板上の１つの層にパターンを形成する形成方法であっ
て、
　前記第１装置において、前記基板上に形成されたマークの位置を計測する第１計測工程
と、
　前記第１装置において、第１パターンを形成すべき目標位置に基づいて前記第１パター
ンを前記基板上に形成する第１形成工程と、
　前記第２装置において、前記マークの位置を計測する第２計測工程と、
　前記第２装置において、第２パターンを前記基板上に形成する第２形成工程と、
　を含み、
　前記第２形成工程では、前記第１計測工程で得られた第１計測結果と前記第２計測工程
で得られた第２計測結果とに基づいて決定された位置に前記第２パターンを形成する、こ
とを特徴とする形成方法。
【請求項２】
　前記第２形成工程では、前記第１装置と前記第２装置との特性の差に起因する前記第１
パターンと前記第２パターンとの位置関係のずれが補正されるように、前記第１計測結果
および前記第２計測結果に基づいて、前記第２装置において前記基板上に形成される前記
第２パターンの位置を補正する、ことを特徴とする請求項１に記載の形成方法。
【請求項３】
　前記第２形成工程では、前記第１計測工程で計測された前記マークの位置と、前記第２
計測工程で計測された前記マークの位置との差分に基づいて、前記第２装置において前記
基板上に形成される前記第２パターンの位置を決定する、ことを特徴とする請求項１又は
２に記載の形成方法。
【請求項４】
　前記第２形成工程では、前記第２パターンを形成すべき目標位置を前記差分により補正
して得られた位置に基づいて、前記第２装置において前記第２パターンを前記基板上に形
成する、ことを特徴とする請求項３に記載の形成方法。
【請求項５】
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　前記第１形成工程では、前記第１計測工程での計測結果を用いずに、前記第１パターン
を前記基板上に形成する、ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の形成
方法。
【請求項６】
　前記第１形成工程では、前記第１装置において前記第１パターンを形成すべき目標位置
で前記第１パターンを前記基板上に形成する、ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれ
か１項に記載の形成方法。
【請求項７】
　前記第１計測工程の前に、前記第１装置により前記基板上に前記マークを形成する工程
を更に含む、ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の形成方法。
【請求項８】
　前記第１パターンと前記第２パターンとは、前記基板上の同一層における互いに異なる
領域に形成される、ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の形成方法。
【請求項９】
　前記第１計測工程での計測結果を前記第１装置から前記第２装置に転送する工程を更に
含む、ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の形成方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載の形成方法を用いて基板上にパターンを形成する
形成工程と、
　前記形成工程でパターンが形成された前記基板を加工する加工工程と、を含み、
　前記加工工程で加工された前記基板から物品を製造することを特徴とする物品の製造方
法。
【請求項１１】
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載の形成方法の各工程をコンピュータに実行させる
ためのプログラム。
【請求項１２】
　基板上の１つの層にパターンを形成するシステムであって、
　前記基板上に形成されたマークの位置を計測する第１計測部と、第１パターンを形成す
べき目標位置に基づいて前記基板上に前記第１パターンを形成する第１形成部とを有する
第１装置と、
　前記マークの位置を計測する第２計測部と、前記基板上に第２パターンを形成する第２
形成部とを有する第２装置と、
　を含み、
　前記第２形成部は、前記第１計測部で得られた第１計測結果と前記第２計測部で得られ
た第２計測結果とに基づいて決定された位置に前記第２パターンを形成する、ことを特徴
とするシステム。
【請求項１３】
　第１装置により第１パターンが形成された基板上の層に第２パターンを形成するリソグ
ラフィ装置であって、
　前記リソグラフィ装置において、前記基板上に形成されたマークの位置を計測する計測
部と、
　前記第２パターンを前記基板上に形成する形成部と、
　を含み、
　前記形成部は、前記第１装置で得られた第１計測結果と前記計測部で得られた第２計測
結果とに基づいて決定された位置に前記第２パターンを形成する、ことを特徴とするリソ
グラフィ装置。
【請求項１４】
　第２装置により第２パターンを基板上の層に形成する前に、前記第２パターンが形成さ
れる層に第１パターンを形成するリソグラフィ装置であって、
　前記基板上に、前記第１パターンと前記第２パターンとの位置決めを行うためのマーク
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を形成するマーク形成部と、
　前記マークの位置を計測する計測部と、
　前記第１パターンを前記基板上に形成する形成部と、
　を含み、
　前記マークは、前記計測部で得られた第１計測結果と前記第２装置で得られた第２計測
結果に基づいて決定された位置に前記第２パターンを形成するために、前記マーク形成部
により形成される、ことを特徴とするリソグラフィ装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の一側面としての形成方法は、第１装置と第２装置
とを用いて基板上の１つの層にパターンを形成する形成方法であって、前記第１装置にお
いて、前記基板上に形成されたマークの位置を計測する第１計測工程と、前記第１装置に
おいて、第１パターンを形成すべき目標位置に基づいて前記第１パターンを前記基板上に
形成する第１形成工程と、前記第２装置において、前記マークの位置を計測する第２計測
工程と、前記第２装置において、第２パターンを前記基板上に形成する第２形成工程と、
を含み、前記第２形成工程では、前記第１計測工程で得られた第１計測結果と前記第２計
測工程で得られた第２計測結果とに基づいて決定された位置に前記第２パターンを形成す
る、ことを特徴とする。
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